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○港区成年後見制度利用促進協議会設置要綱 

平成３０年７月１日 

３０港保福第１１６３号 

（設置） 

第１条 港区における成年後見制度に関する施策の適切な運用を目的として、関係機関と

の連携及び情報共有を推進し、成年後見制度の理解と利用促進を図るため、港区成年後

見制度利用促進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 成年後見制度の利用促進に関する施策に関すること。 

（２） 成年後見制度の利用促進に関する施策の進捗状況に関すること。 

（３） その他成年後見制度の利用促進に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員１６人以内をもって

組織する。 

（１） 学識経験者 １人 

（２） 医師 １人 

（３） 障害者団体関係者 ３人以内 

（４） 高齢者団体関係者 １人 

（５） 社会福祉関係者 ４人以内 

（６） 法曹等関係者 ５人以内 

（７） 民間事業者関係者 １人 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合にお

ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出し、会務を統括する。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

（運営） 
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第６条 会長は、必要に応じ協議会を招集し、会議を主宰する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、

その意見を聴くことができる。 

３ 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会は、公開することが適当でないと認め

るときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。 

４ 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、また、同様とする。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

付 則 

この要綱は、平成３０年７月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、令和４年11月１日から施行する。 

 

 


